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総務文教常任委員会 
                平成２４年３月２９日（木）午前 時  分～ 

 第３委員会室                                                                                                                             

１ 開議 

 

２ 事務局日程説明 

 

３ 委員長報告の確認  

  

４ その他 

（１）専決予定事項の説明 
   ・市税条例の一部改正 
   ・亀岡市一般会計予算 
   ・職員の懲戒の手続及び効果に関する条例一部改正 
 
（２）議会だよりの内容について 
 
（３）行政視察について 
 
（４）暴力団排除条例について 
 
（５）次回の日程及び内容について 
   ・４月４日（水）全員協議会終了後 
    
 

 



総務文教常任委員長報告 

（H24．3．29） 

 総務文教常任委員会に付託されました議案について、審査の経過

概要と結果を報告いたします。 

 

 まず、第８号議案の平成２４年度曽我部山林事業特別会計予算で

ありますが、山林管理に要する経費であり、別段異論なく、採決の

結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第１２号議案から第４１号議案の平成２４年度亀岡財産区

ほか２９財産区特別会計でありますが、その内容は、造林、育成等

の管理経費、並びに関係地域の自治振興のための助成経費等が主な

ものであります。３０財産区いずれも、別段異論なく、採決の結果

は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

 次に、第４２号議案の亀岡市犯罪被害者等支援条例の制定につい

ては、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念、市及び

市民等の責務や支援のための施策に係る基本的事項を定め、犯罪被

害者等が受けた被害の回復及び軽減に資することを目的として条例

を制定しようとするものであります。本条例制定については、市議

会平和人権対策特別委員会から提言もなされ、条例の検討過程にお



いて月例の本常任委員会でも説明を受け、質疑をする中で、内容に

ついて理解を深めてきたものであり、別段異論なく、採決の結果は、

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４３号議案の亀岡市図書館条例の一部改正については、

図書館法の一部改正に伴い、図書館協議会の委員の任命基準につい

て、所要の規定整備を図るもので、別段異論なく、採決の結果は、

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４８号議案の障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定については、関係する３条例について、引用条項の改正を行

うものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可

決すべきものと決定しました。 

 次に、第４９号議案の亀岡市交流会館条例の一部改正については、

亀岡市交流会館の利用状況を踏まえ、より効率的な管理運営を行う

ため、開館時間及び休館日の見直しを行うもので、別段異論なく、

採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第５０号議案、亀岡市税条例の一部改正については、東日 

本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための 

施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律等の 

施行に伴い、平成２６年度から平成３５年度までの間、個人市民税 



の均等割の税率を引き上げること等の改正をしようとするものであ 

ります。採決に先立ち、反対討論として、復興、防災のために必要 

な財源の確保とのことだが、その財源分を交付税から減額されるの 

であれば負担だけが残り、合わせて被災者にも同じく負担増となる 

との意見がありました。 

採決の結果は、賛成多数をもって原案可決すべきものと決定しま

した。 

 なお、本条例改正による増収財源については、十分に改正の趣旨

に沿った充当がなされるよう望むものであります。 

 

次に、本常任委員会に付託された請願について、審査経過と結果

を報告いたします。 

 受理番号１、亀岡市の小学校給食および保育給食の放射能対策実

施に関する請願について、その趣旨は、放射能の影響を最も受けや

すい子供たちの健康を守るため、できるだけ早く給食の放射能対策

の実施を望むもので、具体的な請願事項は、１、給食食材の放射性

物質測定と結果公表の実施、２、測定実施までの暫定措置の実施を

求めるものであります。 

委員会で審議する中で、現実的に給食として提供するまでの検査

の時間的制約や、全品目検査の可能性の有無、私立保育園を含む措



置等検討すべき点もある中で、子供たちの健康を守るための姿勢を

もって亀岡市に取り組んでもらいたい、そういう仕組みづくりをし

てほしいという請願者の思いを確認し、実施方法や実施規模につい

ての工夫や研究はできるのではないかとの意見が出されたところで

あります。しかし、請願事項２については、暫定措置として政府指

定のモニタリング強化地域である総理指示対象自治体及びその隣接

自治体の食材を給食に使用しないことを求めるものでありますが、

この点については、復興に向けて取り組んでおられる自治体、生産

者を排除するものであり、賛同しかねるとの意見が多かったところ

です。 

請願の願意に賛成部分と反対部分が存在することになりますので、

本委員会で協議の結果、最終的に賛成部分のみの採決を諮ることに

いたしました。 

そこで、請願項目１のみについて、採決した結果は、全員をもっ

て採択すべきものと決定しました。また、請願項目２については、

審査未了とし、採決に及びませんでした。 

 

 以上、簡単でありますが、本委員会の報告といたします。 
















